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生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合を含

む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定したので、生活保護法第55条の

3第 1号の規定により次のとおり告示します。

令和 3年 6月21日

名

こじま内科クリニック

なつこクリニック

⑨金沢市告示第199号

称

金沢市長 山 野

所在地

金沢市豊穂町3番地

金沢市近岡町428番地 1

之 義

指定年月日

令和 3年4月 7日

令和 3年 5月1日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合

を含む。)の規定により指定医療機関から当該指定医療機関の名称を変更した旨の届出があったので、生活保護法第

55条の 3第 2号の規定により次のとおり告示します。

令和 3年6月21日

金沢市長 山 野 之 義
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名 称

変更後
所在地

変更前

西村内科医院 こじま内科ク リニック |金沢市豊穂町 3番地

⑨金沢市告示第200号

変更年月 日

令和 3年4月1日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合

を含む。)の規定により指定医療機関から当該指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第

55条の 3第 2号の規定により次のとおり告示します。

令和 3年6月21日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所在地 廃止年月日

山田内科ク リニック 金沢市円光寺 3丁目12番15号 令和 3年 5月19日

はせ歯科医院 金沢市末町16の64番地 令和 3年4月30日

わせだクリニック 金沢市安江町11番14号 令和 3年4月30日

こじま内科クリニック 金沢市豊穂町3番地 令和 3年4月6日

しみず眼科 金沢市直江南 1丁目33番 令和 3年 5月31日

⑨金沢市告示第201号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第 1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場

合を含む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる者を指定したので、生活保護法第55

条の 3第 1号の規定により次のとおり告示します。

令和 3年 6月21日

金沢市長 山 野 之 義

施術 者
施術所

指定年月 日
名 称 所在 地

山下竜司 山下鋪灸院 金沢市昭和町2番 6号 令和 3年4月 1日

升田武 明成接骨院
金沢市瓢箪町 1丁目 3番地

令和 3年 5月11日
ssビル101

⑨金沢市告示第202号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第 2項において準用する同法第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14

条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる機

関から当該施術機関の所在地を変更した旨の届出があったので、生活保護法第55条の 3第 2号の規定により次のとお

り告示します。

令和 3年 6月21日

金沢市長 山 野 之 義

施術 者
所在地

変更年月日
変更前 変更後

宮下純
金沢市彦三町 1丁目 9番 3号 金沢市大樋町 5丁目28番地

令和 3年 5月 1日
彦三チェリーハイツ101

2 
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⑨金沢市告示第203号

平成22年告示第121号(金沢市における夜間景観の形成に関する条例の規定に基づく照明環境形成地域の指定及び

当該地域ごとの照明環境形成基準並びに夜間景観形成区域の指定及び当該区域ごとの夜間景観形成基準について)の

一部を次のように改正し、令和 3年7月 1日からその効力を有するものとします。

令和 3年6月21日

金沢市長 山 野 之 義

第 1項の表 2の項中「福久2丁目」の次に「、福久町」を、「米泉町 9丁目」の次に「、米泉町10丁目」を加え、

同表6の項中「沖町」の次に「、大河端町」を加え、同表7の項中「米泉町9丁目」の次に「、米泉町10丁目」を加

える。

第2項を次のように改める。

2 照明環境形成地域の指定及び照明環境形成基準に係る区域図

別図(登載省略)のとおり

第 5項を次のように改める。

5 夜間景観形成灰域の指定及び夜間景観形成基準に係る医域図

別図(登載省略)のとおり

公 L::I::. 
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農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第 1項の規定により、金沢農業振興地域整備計画

を令和 3年6月21日に変更したので、同条第4項において準用する同法第四条の規定により公告し、当該変更後の金

沢農業振興地域整備計画書を金沢市農林水産局農業水産振興課において縦覧に供します。

令和 3年6月21日

金沢市長 山 野 之 義

次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定により検査済証を

交付したので、同条第3項の規定により公告します。

令和 3年 6月21日

金沢市長 山 野 之 義

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市堅田町甲79番 1、79番2、80番 1、96番 1、96番 福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

2、97番 1、97番2、98番 l、98番2、99番 l、99番2、 ゲンキ一株式会社

100番 l、100番2、101番 l、102番 l、103番 l及び173 代表取締役社長藤永賢一

番並びに金沢市所管の法定外公共物の一部

金沢市岸川町に14番 1 金沢市大場町東140番地 1プラムガーデンA棟 ・101号

慶瀬裕

農業委員会告示

⑨金沢市農業委員会告示第 6号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第 1項の規定により令和 3年第6回金沢市農業委員会総

会を招集し、金沢市農業委員会会議規則(昭和36年農業委員会規則第3号)第3条第 l項の規定により次のとおり告

示します。

令和 3年6月21日

金沢市農業委員会

会長井 口 栄 市

1 日時

3 
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令和 3年 6月28日午後3時

2 場所

金沢市第二本庁舎 2301会議室

3 議案

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による許可申請について

(2) 農地法第4条の規定による許可申請に対する意見決定について

(3) 農地法第 5条の規定による許可申請に対する意見決定について

(4) 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第 1項の規定による

金沢市農用地利用集積計画の決定について

令和 3年(2021年)6月21日印制 発行人

令和 3年(2021年)6月21日発行 発行所

定価 120円 印刷所石川県金沢市玉鉾 4丁目 166番地
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所
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